
こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  この要綱は、明るく住みよい人権尊重のまちづくりを推進するた

め、市民が自主的で自立的に行う人権啓発に関係する事業に対し、こう

か市民共生ネットワーク（以下「共生ネット」という。）が予算の範囲内

で助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。  

 

 （交付対象）  

第２条  助成金の交付の対象となる団体（以下「対象団体」という。）は、

共生ネットの登録団体であって、次に掲げる要件を満たしているものと

する。  

 （１）  申請時点において１年以上の活動実績を有している団体である

こと。  

 

 （対象事業）  

第３条  助成金の交付の対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。  

 （１） 対象団体が、他の対象団体と連携・協働して行う事業であって、

地域社会が直面する様々な人権課題の解決に役立つものであること  

 （２）  甲賀市内で、広く甲賀市の市民の参加を募って開催される事業

であること  

 （３） 対象団体及び連携・協働する他の対象団体が同一である事業を、

同一年度内に実施するものでないこと  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、対

象事業としないものとする。  

 （１）  公序良俗に反するもの  

 （２）  営利を主たる目的とするもの  

 （３）  宗教上の教義を広め、儀式行事を行い又は信者を教化育成する

ことを目的とするもの  

 （４）  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目

的とするもの  

 （５） 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に

規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者（当該候補者になろうとす

る者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又は



これらに反対することを目的とするもの  

 （６）  法令、条例等に違反するもの  

 （７）  甲賀市の事業（施策）への要望を目的とするもの  

 （８）  特定の個人及び対象団体以外の団体の支援を目的とするもの  

 

 （対象経費及び助成金の額）  

第４条  助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表のとおり

とする。  

 

 （助成金の申請）  

第５条  助成金の交付を受けようとする団体（以下「申請者」という。）は、

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付申請書（様式第１

号）に次に掲げる書類を添えて共生ネット運営委員会に提出するものと

する。  

 （１）  事業計画書（様式第２号）  

 （２）  収支予算書（様式第３号）  

 （３）  前各号に掲げるもののほか、共生ネット運営委員会が必要と認

める書類  

２  助成金の申請は、１申請者につき、１事業年度あたり１回とする。  

 

 （助成金の交付又は不交付の決定）  

第６条  共生ネット運営委員会は、前条の規定により交付の申請があった

ときは、当該申請の内容を審査し、助成金の交付を適当と認めたときは、

交付の決定を行い、こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交

付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。  

２  共生ネット運営委員会は、助成金を交付すべきと認めなかったときは、

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金不交付決定通知書（様

式第５号）により通知するものとする。  

 

 （変更申請の手続）  

第７条  助成金の交付決定後に、助成金の交付決定を受けた申請者（以下

「交付対象者」という。）が、決定を受けた事業の内容を変更する場合は、

事前にこうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金変更承認申請書

（様式第６号）を共生ネット運営委員会に提出し、承認を受けなければ

ならない。  



 

 （実績報告）  

第８条  交付対象者は、事業完了後３０日以内又は当該年度の３月３１日

のいずれか早い日までに、こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助

成金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて共生ネット運

営委員会に提出しなければならない。  

 （１）  収支決算書（様式第８号）  

 （２）  支出を証する書類の写し  

 

 （助成金の確定及び交付）  

第９条  共生ネット運営委員会は、前条に規定する実績報告書の提出があ

ったときは、その内容を審査し、交付決定の内容に適合すると認めたと

きは、交付すべき助成金の額を確定し、こうか市民共生ネットワーク人

権啓発事業助成金額の確定通知書（様式第９号）により通知するものと

する。  

２  共生ネット運営委員会は、前項の通知を受けた者からこうか市民共生

ネットワーク人権啓発事業助成金交付請求書（様式第１０号）により助

成金の交付請求があったときは、助成金を交付するものとする。  

 

 （助成金の概算払）  

第１０条  共生ネット運営委員会は、前条の規定にかかわらず、実施する

事業を達成するために特に必要があると認めるときは、助成金の交付決

定額の全部又は一部について概算払をすることができるものとする。  

 

（助成金の返還 ) 

 第１１条  共生ネット運営委員会は、交付対象者が、偽りその他不正の手

段により助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、

助成金の返還を命ずるものとする。  

２  共生ネット運営委員会は、第９条の規定により助成金の確定をした結

果、前条の規定により概算払をした助成金の額に満たないときは、その

差額について助成金の返還を命ずるものとする。  

 

（関係書類の保存 ) 

第１２条  交付対象者は、この助成金と事業に係る予算及び決算との関係

を明らかにした書類を作成し、助成金の交付を受けた年度の翌年度から



起算して５年間保存しておかなければならない。  

 

（その他）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、別

に定める。  

 

付  則  

 この要綱は、平成２８年９月２７日から施行する。  

   付  則  

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

  



別表（第４条関係）  

助成対象経費  

講師謝金・旅費、資料作成費、会場借上げ料等、対象

事業を行うために直接必要な経費の実支出額から対

象事業に係る収入を控除した額  

 

以下の経費は対象外とする。  

・対象団体の会員や参加者に対する食事代（弁当、茶

菓子代等）・交通費・日当に類するもの  

・商品券等金券の購入代金  

・記念品等の購入経費（イベント参加者への賞品、

景品等）  

・家賃（敷金、礼金等を含む）  

・不動産の取得、造成、補修、改装等に関する経費  

・団体の経常的な運営に関する経費（事務所の光熱

水費等）  

・団体の基盤強化のための経費  

・領収書等により、支払ったことを明確に確認でき

ない経費  

・備品購入費  

・その他、対象事業と直接関わりのない経費と認め

られるもの  

助成金の額及び

助成率  
１事業につき１０万円を限度とする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第５条関係） 

 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付申請書 

 

 

                              年  月  日 

 

 こうか市民共生ネットワーク運営委員会 あて 

 

 

                    （申請者） 

                     住所 

                     団体名 

                     代表者名           ㊞ 

 

 

 こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付要綱第５条の規定により、 

    年度こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金の交付を受けたいの

で、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

交付申請額          円 

 

   【関係書類】 

    ・事業計画書 

    ・収支予算書 

  



様式第２号（第５条関係） 

 

事業計画書 

裏面も記載してください。 

１ 事業の名称  

２ 事業期間（予定） 
    年  月  日 ～    年  月  日 

（計   回）   

３ 事業総額                        円 

４ 共生ネット助成金  事業総額のうち、              円 

５ 事業実施団体 

（代表団体） 

 

（連携・協働団体） 

 

 

（対象団体以外の団体） 

 

６ 事業のめざすところ 

こ の 事 業を と お し

て、どんなことを達

成したいと思ってい

ますか。 

（当事者･マイノリティに対して） 

 

 

 

（市民･マジョリティに対して） 

 

 

 

７ 事業概要  

８ 添付書類 対象団体の活動実績がわかる書類 



（事業計画書 裏面） 

 

※ 事業の要件 

（確認した場合は、各項目の左の□ にチェック（✔）をしてください。） 

 

１～８すべてにチェック（✔）が入らない場合は、申請できません。 

 

□ １ 公序良俗に反しない。 

□ ２ 営利を主たる目的としない。 

□ ３ 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い又は信者を教化育成することを目的と

しない。 

□ ４ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的としない。 

□ ５ 特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職

にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とし

ない。 

□ ６ 法令、条例等に違反しない。 

□ ７ 甲賀市の事業（施策）への要望を目的としない。 

□ ８ 特定の個人への支援を目的としない。 

９ 対象団体以外の団体への支援を目的としない。 

□ 10 今年度、１回目の申請である。 

  



様式第３号（第５条関係） 

 

 

収支予算書 

（収入の部）                         （単位：円） 

区 分 予 算 額 積算根拠（品名、単価、数量等） 備 考 

助成金  交付申請額  

    

    

合 計    

 

 

（支出の部）                         （単位：円） 

区 分 予 算 額 積算根拠（品名、単価、数量等） 備 考 

    

    

    

    

    

合 計    

  



様式第４号（第６条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

 

  申請団体の名称 

  代表者           様 

  申請責任者         様 

 

 

こうか市民共生ネットワーク運営委員会 印 

 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました「こうか市民共生ネットワーク

人権啓発事業助成金」については、こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成

金交付要綱第６条第１項の規定により、下記のとおり交付することを決定したので

通知します。 

 

記 

 

   １ 交付決定額 

１              円 

 

   ２ 交付条件 

     ・ 本助成金を受け実施する事業の成果を、こうか市民共生ネットワ

ークの交流会等で発表すること。 

     （適宜要件を追加する。） 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第６条関係） 

第   号 

年  月  日 

 

 

  申請団体の名称 

  代表者           様 

 

 

こうか市民共生ネットワーク運営委員会 印 

 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のありました「こうか市民共生ネットワーク

人権啓発事業助成金」については、こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成

金交付要綱第６条第２項の規定により、下記の理由により交付しないことを決定し

たので通知します。 

 

記 

 

   １ 交付しないことを決定した理由 

 

 

 

 

  



様式第６号（第７条関係） 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金変更承認申請書 

 

 

年  月  日 

 

 こうか市民共生ネットワーク運営委員会 あて 

 

 

                 （申請者） 

                  住 所 

                  団体名 

                  代表者名            ㊞ 

 

 

    年  月  日付け   第  号で交付決定の通知があった    年

度市民共生ネットワーク人権啓発事業について、下記の理由により事業を変更しま

すので、承認くださるよう申請いたします。 

 

記 

 

   １ 変更の理由 

 

  



様式第７号（第８条関係） 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金実績報告書 

 

年  月  日 

 こうか市民共生ネットワーク運営委員会 あて 

 

 

                 （報告者） 

                  住 所 

                  団体名 

                  代表者名            ㊞ 

 

     年  月  日付け   第  号で交付の決定通知があった 

    年度こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金について、こうか市

民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付要綱第８条の規定により、その実績を

関係書類を添えて報告します。 

１ 事業の名称  

２ 実施日 

   年 月 日から 年 月 日まで 

 

（計 回） 

３ 実施場所  

４ 事業実施団体 

（代表団体） 

 

（連携・協働団体） 

 

 

（対象団体以外の団体） 

 

５ 参加者数 
延べ人数    人 

（内、事業実施団体    人） 

 ※ 裏面もご記入ください。 



（実績報告書 裏面） 

実施した事業の名称                       

５ 内  容  

６ 実施効果（成果） 

（当事者･マイノリティに対して） 

（市民･マジョリティに対して） 

（実施して気づいたこと、今後必要と思われること） 

７ その他添付書類：チラシ、当日資料・活動中の写真・その他（    ） 

※この実績報告書に記載しきれない場合は、別途提出してください。  



 

様式第８号（第８条関係） 

 

収支決算書 

（収入の部）                         （単位：円） 

区 分 決 算 額 積算根拠（品名、単価、数量等） 備 考 

助成金  交付決定額  

    

    

合 計    

 

（支出の部）                             （単位：円） 

区 分 決 算 額 積算根拠（品名、単価、数量等） 備 考 

    

    

    

    

    

合 計 
   

 

事務局使用欄 ※ 記入しないでください。 

助成対象経費計    収入 

（        ）－（        ）＝           円 

 

〔概算払： 済 ・ 未 〕 



様式第９号（第９条関係 

第   号 

年  月  日 

 

 

  申請団体の名称 

  代表者           様 

 

 

こうか市民共生ネットワーク運営委員会 印 

 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金額の確定通知書 

 

    年  月  日付けで提出のありましたこうか市民共生ネットワーク人権

啓発事業助成金実績報告書を審査した結果、下記のとおり補助決定額を確定したの

でこうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付要綱第９条の規定に基づき

通知します。 

なお、返還金が生じた場合は、速やかに返還してください。 

 

 

記 

 

 

   １ 補 助 金 確 定 額   金           円 

 

 

   ２ 返還を要する額   金           円 

 

  



 

様式第１０号（第９条関係） 

 

こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付請求書（概算払） 

 

年  月  日 

 

 こうか市民共生ネットワーク運営委員会 あて 

 

 

                 （申請者） 

                  住 所 

                  団体名 

                  代表者名            ㊞ 

 

年  月  日付け   第   号で額の確定（交付決定）の通知があ

ったこうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金を下記のとおり交付されるよ

う、こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金交付要綱第９条（第１０条）

の規定により請求します。 

 

記 

 

   １ 事業名称  こうか市民共生ネットワーク人権啓発事業助成金 

 

   ２ 請求金額  金            円 

 

 〔振込先〕 

金融機関名         銀行・金庫 

        農協・組合 

支 店 

支 所 

預貯金の種類 普通     ・     当座 

口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 

 


